
治験とは
新しいお薬などを国（厚生労働省）に認めてもらうために、

そのお薬などの効果や安全性を確認するための試験です。

 過去2年間に尿路感染症・膀胱炎・腎盂腎炎と診断された方

この時に自覚症状（ 頻尿 ・ 膿尿 ・ 排尿時痛 ・ 発熱など）があり、

お薬（抗菌薬）にて治療を受けた方

 過去5年間に癌の治療歴がない方

※他にも様々な基準があります。詳細は治験担当者よりご説明致します。

ご関心やご質問がございましたら、

ぜひお気軽にお声掛け下さい。

下関市立市民病院 第2.0版（2024年5月22日）

大腸菌による「全身感染症」を予防する

ワクチンの治験にご協力下さい。

治験参加の基準

ワクチン接種回数：1回

※QRコードを読み取り、詳細をチェック
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